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伊那市社協における権利擁護の取組み



伊那市社会福祉協議会の概要

組織：

①法人運営部門

②地域福祉部門

③福祉サービス
相談支援部門

④在宅福祉
サービス部門

市
町
村
社
協
経
営
方
針
事
業
分
類

3



地域福祉係
生活支援体制整備事業（地域づくり）
アウトリーチ継続支援事業
ボランティア地域活動応援センター事業
共同募金、高齢者クラブ 等

生活相談係
ふれあい相談センター（よろず相談）
まいさぽ伊那市（生活就労相談）資金貸付
多機関協働事業
参加支援事業
引きこもり居場所支援

権利擁護係
上伊那成年後見センター
日常生活自立支援事業
くらしの安心サービス（独自金銭管理）

伊那市社協（地域福祉課）における権利擁護支援事業

地
域
福
祉
課

上伊那成年後見センター
・郡内8市町村で共同設置し、市町村と
共に、成年後見制度利用促進を行う事業
・中核機関の受託（相談、ネットワーク）
・広報啓発業務 ・市民後見人養成
・法人後見業務 等

日常生活自立支援事業
・障害者等判断能力が不十分な方の権利
擁護に資することを目的として、自立し
た地域生活がおくれるよう、福祉サービ
スの利用援助、金銭管理、書類預かりを
行う事業

くらしの安心サービス（社協独自）
（金銭管理・財産保全サービス）

・本人に判断能力はあるが「金融機関に
行くのが不自由である」者等に対して、
通帳等の預かり、金融機関への代行等を
行う事業



本人の状況に合わせて
３つの権利擁護支援制度で支援を行う

上伊那成年後見セン
ター（法人後見）

判 断 能 力

欠
く常

況

著
し
く

不
十
分

不
十
分

健
常

自己決定の尊重
本人の保護

日常生活
自立支援事業

くらしの安心
サービス
（独自）

H12.4.1開始
11件

H11.10.1開始
76件

件数は令和4年1月末

H23.4.1開始
88件



地域福祉係
生活支援体制整備事業（地域づくり）
アウトリーチ継続支援事業
ボランティア地域活動応援センター事業
共同募金、高齢者クラブ 等

生活相談係
ふれあい相談センター（よろず相談）
まいさぽ伊那市（生活就労相談）資金貸付
重層支援体制整備移行準備事業
多機関協働事業
引きこもり居場所支援

地域福祉 課長（矢澤）
各係事業統括、外部対応
地域福祉活動計画作成、進捗管理
ケースのスーパーバイズ 等

権利擁護係
上伊那成年後見センター
日常生活自立支援事業
くらしの安心サービス（独自金銭管理）

令和３年度 伊那市社会福祉協議会の組織機構

地域福祉課の係分担と重層支援体制整備の推進役としての課長

社協における地域福祉課長（マネジャー）の役割
行政の福祉相談課地域福祉推進係の機能を補完



重層的支援体制整備に至るまでの取組み



包括的支援に関連するモデル事業へ参加

• 多機関の協働による包括的支援体制構築事業（H29～R2）

①相談支援包括化支援員の設置2名、関係各課へ包括化協力員設置10名⇒包括化支援会議

②包括化リーダー会議の開催⇒資源開発

• 地域力強化推進事業事業受託（H30～R2）

①伊那市、社協、住民による「地域共生を考えるPT」組織化

②伊那市版共生社会スローガン「なから伊那暮らし」の設定
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○ 複合化・複雑化した課題に的確に対応するために、各制度ごとの相談支
援機関を総合的にコーディネートするため、相談支援包括化推進員を配置
し、チームとして包括的・総合的な相談体制を構築する。

相談支援包括化推進員
世帯全体の課題を的確に把握
多職種・多機関のﾈｯﾄﾜｰｸ化の推進
相談支援包括化推進会議の開催等

地区社協

司法関係

総合的な相談支援体制作り

児童関係 医療関係

障害関係

教育関係住まい関係高齢関係雇用、就労関係

住
民
に
身
近
な
圏
域

市
町
村
域
等

新たな社会資源の創出
地域に不足する資源の検討＋

ニッポン一億総活躍プラン

（H28.6.2閣議決定）

住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくりを支援

ボランティア、学校、ＰＴＡ、老人クラブ、子ども会

企業、商店ご近所、自治会

民生委員・児童委員

社会福祉法人、ＮＰＯ

様々な課題を抱える住民（生活困窮、障害、認知症等）

住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制

（２）多機関の協働による包括的支援体制構築事業（補助率3/4）

まちおこし、産業、

農林水産、土木、

防犯・防災、環境、

社会教育、交通、

都市計画

地域における他分野

（１）地域力強化推進事業（補助率3/4）

世帯全体の複合
化・複雑化した課題
を受け止める、市町
村における総合的な
相談支援体制作りの
推進。

○ 住民の身近な圏域において、住民が主体的に地域課題を把握し、解決を試みることが
できる体制を構築することを支援する。

平成31年度予算 ２８億円（200自治体）
平成30年度予算 ２６億円（150自治体）
平成29年度予算 ２０億円（100自治体）

小中学校区等の住
民に身近な圏域で、
住民が主体的に地域
課題を把握して解決
を試みる体制づくり
の支援。

地域の課題を包括的に受け止める場（※）
※ 地域住民ボランティア、地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支援センター、

相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会福祉法人、NPO法人等

[3]

多文化共生関係

家計支援関係

保健関係

[1]地域福祉を推進するために必要な環境の整備(他人事を「我が事」に変えていくような働きかけ)

[2]

自殺対策関係

○ 市町村レベルにおいて「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりに係る普及
啓発の取組や、都道府県による市町村における地域づくりへの支援を実施する。

「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりの強化のための取組の推進
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伊那市版「地域共生のイメージ」設定と
「まちづくり課題」を切り口とした住民連携

（
１
）
地
域
力
強
化
推
進
事
業

買い物・移動支援ネットワーク会議

・行政担当部局との横断連絡会開催
・訪問、アンケート調査、研修会開催
・地域住民と民間事業者との連携
・買い物、移動支援を切り口にした住民懇談会

地域共生ロゴと推進方法策定
・伊那市地域共生社会実現に向けた研
究チームによる検討
・地域住民へスノーフレーク形に浸透

災害時住民支え合いマップ作成
～逃げ遅れゼロを目指して～

・行政担当部局との横断検討チーム組織化
・各地区におけるマップ作成支援
・ケアマネや相談支援員との研修会
・地域住民と地元福祉施設等とのネットワーク化

住民が主体的に地域課題
を把握して解決を試みる

体制づくり



・多機関（行政内部・外部）協働経験の蓄積
・たらい回しの防止（個別課題＞世帯課題）
・組織力の向上、資源開発の検討
・平成32年度の総合相談のあり方検討

モデル事業取組みの狙い

・相談支援包括化ネットワークの構築
・相談支援包括化推進会議の開催
・情報共有化するためのシステム構築
（チェックリスト・共通シートの開発等）

具体的な取組み項目（詳細別紙）

多職種の協働による包括的支援体制構築モデル事業多職種の協働による包括的支援体制構築モデル事業

困難事例に対する
保健福祉部内の連携

複数課題への
対応や生活困
窮等、単一制
度では対応困
難な事例

Ａ：チェックリストで把握
Ｂ：現在のケース見直し

該当する
包括化協力員

税務課
市民課

学校教育課
管理課

水道業務課

高齢者福祉課
社会福祉課
健康推進課
子育て支援課

個別事例検討
（随時）

・プラン作成
・役割分担

・包括的チーム
対応

相談支援包括化チーム会議
（年6回 予定）

相談支援
包括化推進員

相談支援包括化推進会議
（年2回予定 庁議調整会議等）

相談支援
包括化推進員

各課担当係長

担当課長
・現在の協働体
制整備
・総合相談の在
り方検討
・推進会議への
提言作成 等

庁内調整
資源開発
の場づくり

・部局を横断した協力体制の
検討
・新たな資源開発の検討 等

まいさぽ
伊那市受付窓口

（
２
）
多
機
関
の
協
働
に
よ
る

包
括
的
支
援
体
制
構
築
事
業



• 伊那市行政からの職員派遣（30年以上前～）

• 小地域福祉の基盤整備（ふれあいのまちづくり事業等）

地区社協整備：13ヶ所（S47頃）、地域社協整備120ヶ所（H3～）

• 社協から伊那市地域包括センターへ福祉専門職派遣（H18～H29）

• 伊那市と社協の相互理解のため職員人事交流（H27～）

• 地域福祉計画及び地域福祉活動計画の合同策定（H22～）

• 伊那市及び社協で、福祉の総合的な支援体制（組織）整備及び

福祉まちづくりセンターの改築検討（H23～R2）および整備（R3）次スライド

系統的体制整備の状況（地域福祉関連）
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新・福祉まちづくりセンター（ふれあい～な）建設

「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」ため、
伊那市の福祉部門が連携して支える

①福祉相談課（伊那市地域包括支援センター）
高齢者・生活困窮者に関わる相談、障害者の権
利擁護に関わる相談、生活保護相談 等

②伊那市社会福祉協議会（地域福祉課）
地域福祉推進事業、ボランティア相談、生活困
窮者相談、心配事相談、権利擁護事業 等

③伊那市子ども相談室
家庭児童相談、子どもの虐待及び教育相談、要
保護児童対策地域協議会の運営 等

④伊那公証役場
遺言、任意後見、離婚、金銭賃借、新貸借契約
等の公正証書の作成 等

制度福祉・地域福祉・まちづくり
の融合拠点



福祉まちづくりセンターの機能と部署連携

①社協との連携による総合相談体制の充実

②地域福祉の推進 ③市民の交流の場

ワン
フロア



伊那市における
重層的支援体制整備の概要



重層的支援体制整備事業について（イメージ）

○ 相談者の属性、世代、相談内容に関わらず、包括的相談支援事業において包括的に相談を受け止める。受け止めた相談のうち、複雑化・複合化した事例に
ついては多機関協働事業につなぎ、課題の解きほぐしや関係機関間の役割分担を図り、各支援機関が円滑な連携のもとで支援できるようにする。

○ なお、長期にわたりひきこもりの状態にある人など、自ら支援につながることが難しい人の場合には、アウトリーチ事業により本人との関係性の構築に向けて
支援をする。

○ 相談者の中で、社会との関係性が希薄化しており、参加に向けた支援が必要な人には参加支援事業を利用し、本人のニーズと地域資源の間を調整する。
○ このほか、地域づくり事業を通じて住民同士のケア・支え合う関係性を育むほか、他事業と相まって地域における社会的孤立の発生・深刻化の防止をめざす。
○ 以上の各事業が相互に重なり合いながら、市町村全体の体制として本人に寄り添い、伴走する支援体制を構築していく。

じえん

若年者
支援
若年者
支援

教育教育

保健・医療保健・医療

就労支援就労支援

消費者相談消費者相談

場や居場所の機能

日常の暮らしの中での支え合い日常の暮らしの中での支え合い

コミュニティ
（サークル活動等）
コミュニティ

（サークル活動等）

居場所をはじめとする多様な
場づくり

居場所をはじめとする多様な
場づくり

多分野協働の
プラットフォーム

農業農業

観光観光

まちづくりまちづくり

環境環境

居住支援居住支援

地域住民

居場所居場所

地方創生地方創生

多文化
共生

相談支援機関B相談支援機関B

相談支援機関C相談支援機関C

相談支援機関A相談支援機関A

重層的支援体制整備事業（全体）重層的支援体制整備事業（全体）

世代や属性を超えた相談を
受け止め、必要な機関につ
なぐ

包括的相談支援事業

継続的な伴走によ
る支援

アウトリーチ事業

つながりや参加の支援。
狭間のニーズにも対応
する参加支援を強化

参加支援事業

地域づくりをコーディ
ネート

地域づくり事業

中核の機能を担い、
相談支援関係者へ
連携・つなぎ

多機関協働事業新

新

新

重層的支援会議

調整
調整
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重層的支援体制整備移行準備事業への取組み

• 重層的支援体制整備移行準備事業（R3）
①５事業のうち、「参加支援事業」を除く４事業を実施

②「アウトリーチ等継続支援事業」を地域福祉コーディネーター業務に位置付け（兼務）

③「多機関協働事業」を包括化支援員の業務に位置付け

④評価プロジェクトへの参加（社協が中心に評価活動に取り組む）

• 権利擁護支援の位置付け検討
①モデル事業は生活困窮者支援ベースで検討。権利擁護支援は入っていない

②社会福祉法の改正「福祉サービスを必要とする地域住民が～社会へ参加する機会を確保」

③「参加支援事業」の新設による伴走支援へのクローズアップ

• 「地域づくり」との連携方法検討
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制度福祉・地域福祉・まちづくりの捉え方

日本福祉大学
平野 隆之教授 資料より



生活課題を
抱える住民

福祉まちづく
りセンター
の拠点化

関係部門との
連携

重層的支援体制整備事業の支援フロー＋基盤にある支援活動

生活課題を
抱える住民

包括的
相談支援事業

多
機
関
協
働
事
業

・市役所 ・社協 ・関係機関

参加支援事業

地域

相談に行ける

相談に
行けない

制度
福祉

地域
福祉

まち
づくり

相談窓口
福祉相談課(包括化１名) 制度福祉と庁内連携

地域づくりに
向けた支援事業

・生活相談係

参加支援事業

権利擁護事業

・権利擁護係

地域福祉支援会議

重層的支援会議

地域福祉課 まちづくりとの協働(包括化１名)

・生活相談係

地域生活を支援する活動に関わる住民・事業者の発掘生活課題を抱える住民の発見

ｱｳﾄﾘｰﾁ
継続支援事業

・地域福祉係

地域福祉支援会議
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「地域づくり」・「アウトリーチ」に関するサテライト
（小地域での拠点）資源

地域社協（120ヶ所）

• 小地域福祉ネットワーク事業の推進として、
地域住民の福祉意識の高揚と「お互い様」の
地域づくりを目指し、原則として行政区単位
に組織。大きな区ではさらに町内会を単位と
しての組織化し、各種地域福祉推進事業を
行う

まちの縁側（63ヶ所）

• 「縁側」のような小人数が集う、日常的なコ
ミュニケーションの場を地域に広め、コミュニ
ティの再興を目指す
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地域福祉コーディネーターの展開
～アウトリーチ機能を付加～

相談内容

・ごみ捨て

・子どもの進学費用

・ゴミ屋敷

・災害時の避難支援

・買い物・通院の移動・同行支援

・庭木の剪定での近所トラブル

・衣類の訪問販売業者を教えてほしい

・編み物を教えてほしい

誰から

・民生委員 ・主任児童委員

・組長 ・家族

・地区のボランティア ・ケアマネ

今後

・地区の情報が集まってくる“サテラ
イト”等からも相談が入ってくること
を期待。

・“ハブ”の役目として“つなげてい
く”ことが必要。
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権利擁護支援を「参加支援」として
位置付け



生活課題を
抱える住民

福祉まちづく
りセンター
の拠点化

関係部門との
連携

重層的支援体制整備事業の支援フロー＋基盤にある支援活動

生活課題を
抱える住民

包括的
相談支援事業

多
機
関
協
働
事
業

・市役所 ・社協 ・関係機関

参加支援事業

地域

相談に行ける

相談に
行けない

制度
福祉

地域
福祉

まち
づくり

相談窓口
福祉相談課(包括化１名) 制度福祉と庁内連携

地域づくりに
向けた支援事業

・生活相談係

参加支援事業

権利擁護事業

・権利擁護係

地域福祉支援会議

重層的支援会議

地域福祉課 まちづくりとの協働(包括化１名)

・生活相談係

地域生活を支援する活動に関わる住民・事業者の発掘生活課題を抱える住民の発見

ｱｳﾄﾘｰﾁ
継続支援事業

・地域福祉係

地域福祉支援会議
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権利擁護を参加支援の
一環として位置付ける



権利擁護支援（権利擁護係・上伊那成年後見センター）
における重層的な取組み

日本福祉大学
平野 隆之教授 資料より

権利擁護係

（上伊那成年後見センター）

Ⅰ.相談支援

・個別ケースの初回相談
対応等

Ⅱ.参加支援

・成年後見人、日自専門
員等による伴走支援

Ⅲ.地域づくり支援

・市民後見人の育成
・成年後見制度啓発

20
％

70
％

10
％・相談支援の部分に業務イ

メージが行きがちだが、本
人に伴走して生活を支援す
る「参加支援」の業務割合
が多い



成年後見人による「参加支援」

権利擁護支援における参加効果

• 30代男性 統合失調症 区分無し 1人暮らし

• 以前から病識が薄く、服薬中断による病状悪化や仕事解雇を繰り返していた。
生活面対人面でのこだわりも見られた。精神科病院入院中に同居していた母の
死亡により、キーパーソンと居住先（母の仕事先社宅）がなくなり、今後の支
援のために後見人が選任された

• 退院後、GHに居住し就労支援B通所が始まる。支援者や医療関係者等ともかかわ
るなかで、本人も生活を続けるための医療の必要性が理解でき、一般就労とな
りアパートへも移行できた。

• 本人は当初からアパート生活と一般就労を望んでいた。それを踏まえ、後見人
の伴走と丁寧な関係者連携により、段階を踏みながら最終的に本人の望む生活
を送れるようになった。現在では、趣味のコンサートなどへも出かけている。
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成年後見人（法人・市民）による「参加支援」

権利擁護支援における参加効果

• 70代女性 介護3 知的障害＋認知症 1人暮らし

• 軽度知的障害があり、一般就労で定年まで勤めることができたが、職場の人との
トラブルや搾取等があった様子。金銭管理が上手くいかず負債も多数あった。

• 認知症及び身体状況の悪化により、特別養護老人ホームに入所となるも、遠い親
戚以外身寄りもいないため、財産管理（負債整理、不動産）及び福祉サービス利
用支援のため後見人が選任された。

• 負債の返済も終了し、財産状況が安定したため市民後見人に交代。交代後、管理
していた不動産の売却を行うことになったが、長年暮らした家を見たいのではな
いか？という市民後見人の意見により、施設職員、後見人と共に家の中を見て思
い出の品を持ち出すことができた。また、その際、本人の意思で親戚と再会し家
財を渡すことができた。
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「ちいきづくり」 市民後見人育成（クロス人材育成）

１ 名前 川手 俊美(カワテ トシミ)さん

２ 基本属性（特技）星空案内人

文化会館、星空ツアー会社勤務

３ クロス度（横断する分野、活動）

①市民後見人（権利擁護・参加支援）

長野県内初の市民後見人（受任者

として）

現在２人の後見人として活動中

（過去に1件終了）

②星空観察会の開催（まちづくり）
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